
１補助金の概要

部 課

① 単位：人 ② 単位：

① 単位：％ ② 単位：

２収支状況等 単位：千円

◆ 支出根拠が法令，条例，規則，要綱等に基づいている　 ◆ 支出目的，支出範囲が法令の規定に抵触しない　

◆ 交付申請等が定めたとおりになっている

団体の運営， ◆ 会計処理が適正である ◆ 設立目的，事業内容等と補助目的との整合性がとれている 

会計処理等 ◆ 決算における繰越金（剰余金）が補助額から判断し，妥当である

※人件費（正職員分）は，平成29年度7,205千円，平成30年度7,282千円，令和元年度7,369千円，令和2年度7,366
千円，令和3年度7,466千円で計算。

適格性

共通事項

会計処理は，会計責任者のもと行われており，総会時に監査結果報告を受けていることから，適正に処理されている。繰越金
は，補助額から判断し妥当である。

補助金単位コスト(単位：円） 459 478 497 587 672

受益対象者数 23,643 23,472 23,008 20,322 20,015

合計 10,846 11,223 11,436 11,936 13,446

臨時・嘱託／会計年度任用職員

2,210 2,240
人
件
費

正職員
人工 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

特定財源

11,206

市
負
担
額

一般財源 8,684 9,038 9,225 9,726

金額 2,162 2,185 2,211

その他事務費

次年度繰越 192 193 192 192

うち食糧費，交際費

支出合計 9,020 9,038 9,225 9,726 11,235

市補助率（％） 94.3% 97.9% 98.0% 98.1% 98.3%

収入合計 9,212 9,231 9,417 9,918 11,398

その他

雑収入 1 1

協議会負担

補
助
対
象
事
業
等
の
収
支
状
況

収
入
内
訳

前年度繰越 527 192 192 192 192

市補助金 8,684 9,038 9,225 9,726 11,206

平成29年度（決算） 平成30年度（決算） 令和元年度（決算） 令和2年度（決算） 令和3年度（予算）

68 70 71 70 75

R01 R02H30 R01 R02 H28 H29 H30成果指標と過去5年間の
実績

道内産食材（野菜）の使用率
H28 H29

事業量指標と過去5年間
の実績

完全給食の実施対象者（旭川市共同購入委員会分）

20,322

R02 H28 H29 H30 R01 R02H28 H29 H30 R01

対象事業等の内容 学校給食用物資を共同購入することにより，良質で安価な物資を供給し，学校給食の円滑な運営を図っている。

積算方法 当該購入委員会の運営に要する経費（事務局職員の給与費，事務局費，調査研究費及び会議費）

24,822 23,643 23,472 23,008

交付目的

（対象）
誰，何に対して

旭川市学校給食物資共同購入委員会

（意図）
どういう状態にしたい

旭川市学校給食物資共同購入委員会の事業を通して，学校における教職員の事務の軽減
及び学校給食の円滑な運営を図る。

交付先（団体，個人等） 旭川市学校給食物資共同購入委員会

所 管 部 署 学校教育 学校保健 給食担当 電話番号 8-6253

予 算 事 業 名 学校給食管理費（小学校） （事業コード） 041118

令和３年度補助金等評価表

補 助 金 名 称 旭川市学校給食物資共同購入委員会補助金

補 助 金 の 性 格 団体への運営費補助 始期 S59 終期 -

資料１



３個別項目に対する評価

評　価
◇ ■ 合致する

◆

◇ □ 概ね合致する

◇ □ 合致しない

◇ □ 合致する

◇

◆ ■ 合致しない

◇ □ 合致する

◇

◇

◆ ■ 合致しない

◇ □ 有（４年未満）

□ 有（４年以上）

◇ □ 継続４年未満

◆ □

■

□

◆ ■ 合致する

◇ □ 合致しない

◆ ■

◆

◇ □ 概ね合致する

◇

◇ □ 合致しない

（この補助金の公益性を，具体的に記入する） （左の内容を踏まえての評価）

■

□

（この補助金が必要である理由を，具体的に記入する） （左の内容を踏まえての評価）

■ 必要性が高い

□

（この補助金によってどのような効果があったのかを，実績等に基づき具体的に記入する） （左の内容を踏まえての評価）

■ 効果が高い

□

４平成２８年度行政評価への対応状況等
（行政評価）

（その他の見直し）

５補助実施上の課題とその解決に向けた取組

６全体的評価

結果欄：継続（現行どおり），見直し（金額や金額の増減以外の見直し），終了（自然減を含む）

２次評価

外部評価

１次評価 継続
学校給食用物資を共同購入することで，良質で安価な物資を安定的に供給するとともに，学校における教職員の事務負担の軽減及び学校
給食の円滑な運営を図るため当該補助金交付の継続が必要である。

解決に向けた取組

評　　価 結　　果 理由，改善・見直しの方向

課　　　題

未定 学校給食費の公会計化に合わせて事務局体制についても検討していく。

見直しの年度 具体的な内容と効果

見直し 事務局体制の合理化を検討すること

（２）対応年度 具体的な内容と効果

補 助 金 名 称 ( 当 時 ）
（１）行政評価の結果 理由，改善，見直しの方向

５その他

「補助金交付基準との適合性」で合致しない理由について，記載し説明すること。

(2)受益者負担
　保護者が負担する給食費は，学校給食法で人件費等の運営費に充当できないこととされているため。
(3)補助率の参考基準
　経費の大半が物資調達事務を行う人員の人件費であるという団体の性格上，補助率を定めることは馴染まないため。
(4)見直し期間
　共同購入方式により学校給食を実施していく上で，期間を定めることは馴染まないため。

４効果 　当該購入委員会の運営に要する経費として，収入額の約98％を負担することにより，良質
で安価な学校給食用物資を供給し，学校給食の円滑な運営に寄与した。

効果が高いとは言えない

公益性が高いとは言えない

３必要性
　学校給食物資の調達効率化のための団体であり，他に収益を得る手段がないため，補助
金がないと事業が実施できない。

必要性が高いとは言えない

書類は添付済だが，実地調査は未実施（ただし，不要な旨合理的な説明が可能なもの）

上記以外

２公益性 　学校給食に従事する職員の人件費は学校の設置者が負担することと定められている。 公益性が高い

（６）支出を証する
書類の添付

実績報告時，支出証拠書類提出有 合致する
（※左欄２項目とも適合）

１
補
助
金
交
付
基
準
と
の
適
合
性

額の確定時，実地調査等（預金通帳や支出証拠書類原本，帳簿等の確認）を実施

実績報告時，書類大量で，抽出確認や実地調査等で添付に替えている。

（５）交付規程
　（支出根拠）

交付規程は制定済，選択基準に合致，その他必要な規定は網羅

上記以外

奨励目的補助だが，終期を設定
していない

（４）見直し期間
（終期設定）

同一団体に対する補助，４年を目途に見直し（外部機関に係る部分除く。）

奨励目的の補助，終期を設定

終期未設定で，補助継続４年以上 同一団体，奨励目的補助ではな
い（対象外）

個人等に対する利子補給   ５％以内

上記以外

同一団体補助だが，見直し設定
していない

食糧費等，原則対象外経費を補助対象

（２）受益者負担

適正な負担を設定

受益者負担額分を考慮（減額）し補助額を決定

上記以外

（１）対象経費

事業費は調査，研修，懇親会等を対象外

運営費は交際費，慶弔費，飲食費，懇親会費等を対象外

例外的に食糧費等一定の上限額を設定し対象

（３）補助率の参考
基準

団体  1/2以内

個人　1/3以内

項目 チェック項目等



１ 補助金の名称

２ 類似・関連事業の状況（旭川市・国・道・民間等）

□ある ■ない

３ 他市の実施状況

注：

市の名称 事業内容・積算・対象者など

参考資料

補 助 金 名 称 旭川市学校給食物資共同購入委員会補助金

事 業 名 学校給食用物資の共同購入 実 施 主 体 (財)北海道学校給食会

概 要
米，小麦などの主食に関し，安全かつ安定供給のためつくられた都道府県単位の組織。本市も当該団体
から米や小麦などの主食を購入している。

上 記 事 業 と の 統 合 の 可 能 性 （ 市 単 独 事 業 の 場 合 ）

説 明
米，小麦等主食以外の食材について，旭川市学校給食物資共同購入委員会が一括して購入を行ってい
るため，重複事務はなく，対象とする地域も違い統合する可能性はない。

函館市
【函館市学校給食会】市内の小中学校へ安全・安心な学校給食の提供のため，給食用物資の共同
購入により，年間を通じて良質で安価な給食用物資の安定供給を図る。
（函館市学校給食会補助金；R3年度補助金額　17,217千円）

釧路市
【釧路市学校給食会】学校給食に必要な物資を共同購入することにより，良質で安価な物資を供給
し，学校給食を円滑に実施する。
（釧路市学校給食会補助金；R3年度補助金額　25,090千円）

他の中核市や道内主要都市における類似事業について，その内容をできるだけ２つ以上記入すること。別紙によ
る添付可。


